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新潟県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第25号 

新潟県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県クリーニング業法施行細則（昭和41年新潟県規則第14号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（免許証の訂正申請） 

第９条 省令第８条第１項の規定により免許証の訂

正を申請しようとする者は、別記第７号様式によ

る訂正申請書を知事に提出しなければならない。 

 

第５号様式（第７条関係） 

クリーニング師免許申請書 

（略） 

氏  名   

電話番号   

（略） 

（略） 

  （男・女）  

 

旧姓又は通称

名（併記を希

望する場合に

限る｡) 

 

 
 

 個 人 番 号   

 

 （略） 

 

（免許証の訂正申請） 

第９条 省令第８条の規定により免許証の訂正を申

請しようとする者は、別記第７号様式による訂正

申請書を知事に提出しなければならない。 

 

第５号様式（第７条関係） 

クリーニング師免許申請書 

（略） 

氏  名   

 

（略） 

（略） 

    

 

旧姓又は通称

名（併記を希

望する場合に

限る｡) 

 

 
 

    

 

 （略） 

 

第６号様式（第８条関係） 

クリーニング師免許証再交付申請書 

（略） 

氏  名   

電話番号   

クリーニング師免許証の再交付を受けたいの

で申請します。 

（略） 

  （男・女）  

 

旧姓又は通称

名（併記を希

望する場合に

限る｡) 

 

 
 

 個 人 番 号   

 

     

第７号様式（第９条関係） 

クリーニング師免許証訂正申請書 

（略） 

 氏  名   

第６号様式（第８条関係） 

クリーニング師免許証再交付申請書 

（略） 

 氏  名   

 

クリーニング師免許証の再交付を受けたいの

申請します。 

（略） 

    

 

旧姓又は通称

名（併記を希

望する場合に

限る｡) 

 

 
 

    

 

      

第７号様式（第９条関係） 

クリーニング師免許証訂正申請書 

（略） 

 氏  名   
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電話番号   

（略） 

（略）  

申
請
者 

本 籍  

住 所  

氏 名 (男・女) 生年月日  

個人番号  

変 更 年 月 日  

（略）  

       

（略） 

（略）  

 

  

  

    

  

変 更 年 月 日   

（略）  
 

 （略）  （略） 

第２条 新潟県クリーニング業法施行細則の一部を次のように改正する。 

  別記第４号様式を次のように改める。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

          ク リ ー ニ ン グ 師 試 験 受 験 願 書        （   保健所内） 

 

年  月  日  

 

 新潟県知事    様 

 

氏  名             

電話番号             

 

    年  月  日施行のクリーニング師試験を受けたいので関係書類を添えて出願します。 

 

 

住 所                                    

 

（ふりがな） 

氏 名                         （ 男 ・ 女 ）   

生年月日                                    

個人番号                                    

 

（添付書類） 

１ 履歴書 

２ クリーニング師試験の受験資格を有することを証する書類 

 

 

 
年
度
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
師

試
験

受
験

者
 

   
氏
 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
住
 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
生
年
月

日
 

 
 

 
 

 
（

 
 

歳
）

 

   
※
受
験

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

写
 

 
真

 

縦
4
.
5
c
m
×

横
3
.
5
c
m
 

   

写
真
裏

面
に

氏
名

及
び

 

撮
影

年
月

日
を

記
入

 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


